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(57)【要約】
【課題】　誤った操作で動画記録を行ったとしても、後
の操作により動画記録を行った時の静止画を取得するこ
とができる記録装置を提供する。
【解決手段】　動画データの記録開始指示に応じて生成
された静止画データを動画データと関連づけて記録し、
動画データに対する所定の処理の指示に応じて、動画デ
ータに関連付けられた静止画データが前記記録媒体に記
録されているか否かを検出し、前記動画データに関連付
けられた静止画データが記録されている場合には、前記
動画データに関連付けられた静止画データが記録されて
いることを示す情報を表示する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の光学像を画像信号に変換する撮像手段と、
　前記画像信号から動画データを生成する第１の生成手段と、
　前記動画データから静止画データを生成する第２の生成手段と、
　前記動画データと前記静止画データとを記録媒体に記録する記録手段と、
　前記動画データの記録の開始を指示する指示手段と、
　前記指示手段からの指示に応じて、前記動画データから静止画データを生成するよう前
記第２の生成手段を制御するとともに、前記動画データと前記静止画データとを関連づけ
て記録するよう前記記録手段を制御する制御手段と、
　前記動画データと前記静止画データを示す情報を表示装置に表示させる表示手段と、
　前記動画データに対する所定の処理を指示する処理指示手段とを有する撮像装置であっ
て、
　前記制御手段は、前記処理指示手段からの指示に応じて、前記動画データに関連付けら
れた静止画データが前記記録媒体に記録されているか否かを検出し、
　前記動画データに関連付けられた静止画データが記録されている場合には、前記動画デ
ータに関連付けられた静止画データが記録されていることを示す情報を表示するよう前記
表示手段を制御することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　被写体の光学像を画像信号に変換する撮像手段と、
　前記画像信号から動画データを生成する第１の生成手段と、
　前記動画データから静止画データを生成する第２の生成手段と、
　前記動画データと前記静止画データとを記録媒体に記録する記録手段と、
　前記動画データの記録の終了を指示する指示手段と、
　前記指示手段からの指示に応じて、前記動画データから静止画データを生成するよう前
記第２の生成手段を制御するとともに、前記動画データと前記静止画データとを関連づけ
て記録するよう前記記録手段を制御する制御手段と、
　前記動画データと前記静止画データを示す情報を表示装置に表示させる表示手段と、
　前記動画データに対する所定の処理を指示をする処理指示手段とを有する撮像装置であ
って、
　前記制御手段は、前記処理指示手段からの指示に応じて、前記動画データに関連付けら
れた静止画データが前記記録媒体に記録されているか否かを検出し、
　前記動画データに関連付けられた静止画データが記録されている場合には、前記動画デ
ータに関連付けられた静止画データを示す情報を表示するよう前記表示手段を制御するこ
とを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　前記処理指示手段は、前記動画データに対する削除処理を指示することを特徴とする請
求項１または２記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第２の生成手段は、前記第１の生成手段により前記画像信号から動画ファイルを生
成しているときに、前記指示手段とは異なる指示手段により動画ファイルの記録を終了す
る指示がなされた場合は、前記画像信号から静止画ファイルを生成しないことを特徴とす
る請求項２記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示手段は、前記動画データに関連付けられた静止画データを示す情報として、前
記静止画データの画像を表示することを特徴とする請求項３記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記記録手段は、前記指示手段からの指示がなされたことに応じて生成された静止画デ
ータを上書き可能なデータとして記録することを特徴とする請求項１から５のいずれか１
項に記載の撮像装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録装置に関し、特に動画と静止画を記録することが可能である記録装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、動画と静止画を記録することができるビデオカメラやスチルカメラ等の記録装置
が知られている。この種の記録装置では、例えば、モードスイッチを有しており、動画撮
影モードと静止画撮影モードとを切り替えられるようになっているものがある（例えば、
特許文献１）。
【特許文献１】特開２０００－１３４５６３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このようなビデオカメラでは、例えば、ユーザは静止画撮影をするつもりであっても、
モードスイッチを動画撮影側に設定したままシャッターボタンを操作してしまい、静止画
撮影としての画像を取得し損ねてしまうことがあった。
【０００４】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、例えば、誤った操作で動画記録を
行ったとしても、後の操作により動画記録を行った時の静止画を取得することができる記
録装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このような課題を解決するために、本発明の撮像装置は、被写体の光学像を画像信号に
変換する撮像手段と、前記画像信号から動画データを生成する第１の生成手段と、前記動
画データから静止画データを生成する第２の生成手段と、前記動画データと前記静止画デ
ータとを記録媒体に記録する記録手段と、前記動画データの記録の開始を指示する指示手
段と、前記指示手段からの指示に応じて、前記動画データから静止画データを生成するよ
う前記第２の生成手段を制御するとともに、前記動画データと前記静止画データとを関連
づけて記録するよう前記記録手段を制御する制御手段と、前記動画データと前記静止画デ
ータを示す情報を表示装置に表示させる表示手段と、前記動画データに対する所定の処理
を指示する処理指示手段とを有する撮像装置であって、前記制御手段は、前記処理指示手
段からの指示に応じて、前記動画データに関連付けられた静止画データが前記記録媒体に
記録されているか否かを検出し、前記動画データに関連付けられた静止画データが記録さ
れている場合には、前記動画データに関連付けられた静止画データが記録されていること
を示す情報を表示するよう前記表示手段を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、例えば、動画記録を行ってしまった場合でも、後の操作により動画記
録を行った時の静止画を取得することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【０００８】
　動画と静止画を撮像し動画データ、静止画データとして記録することができる撮像装置
について説明する。
【０００９】
　図１は、本実施例のビデオカメラのブロック図である。
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【００１０】
　図１において、１０１はビデオカメラの各種機能に応じて、各ブロックを制御する制御
部である。１０２は、外部からの指示をビデオカメラに入力するための操作部である。操
作部１０２は、電源スイッチや、静止画記録モード動画記録モードを選択する選択スイッ
チ、撮影の開始・終了を指示をするシャッターボタン等から構成されている。１０３は、
制御部１０１からの制御信号や、操作部１０２からの指示信号等が行き来する制御信号バ
スである。１０４は、各ブロック間の画像データおよび音声データが行き来する画像／音
声データバスである。
【００１１】
　１０５は、被写体の光学像を取り込む撮影レンズや、光量を制御する絞り、光学像を電
気信号に変換する撮像素子等からなる撮像部であり、映像信号（画像信号）を入力するも
のである。１０６は、撮像部１０５から入力された映像信号を適正な信号レベルにし、デ
ジタルデータに変換し、映像記録方式に必要な処理を行う映像処理部である。映像処理部
１０６は、動画データ及び、静止画データを生成することができる。
【００１２】
　１０７は、音声を取り込むマイクロフォン、取り込んだ音声信号を適正なレベルまで増
幅する増幅器等からなる集音部である。１０８は、集音部１０７から得た音声信号をデジ
タルデータに変換し、音声記録方式に必要な処理を行う音声処理部である。
【００１３】
　１０９は、記録中は、映像処理部１０６から得られた映像データを表示し、再生中は後
述の映像再生処理部１１３で再生された映像を表示するほか、各種メニューの表示をする
ことができる表示部であり、外部の表示装置でもよい。１１０は、表示部１０９の表示を
制御するための表示制御部である。
【００１４】
　１１１は、映像処理部１０６から得られた動画データ、静止画データ、音声処理部１０
８から得られた音声データ、その他のデータを必要に応じて関連づけて記録するための記
録媒体としてのハードディスク（以後、ＨＤＤ）である。１１２は、ＨＤＤ１１１にアク
セスし、上記の動画データ、静止画データ、音声データ、その他のデータ等を読み書きす
るためのアクセス部である。
【００１５】
　１１３は、アクセス部１１２によって読み出されたＨＤＤ１１１の動画データを映像記
録方式に従って処理し、所定の形態に変換する映像再生処理部である。また、映像再生処
理部１１３は、アクセス部１１２によって読み出されたＨＤＤ１１１の静止画データを映
像記録方式に従って処理し、所定の形態に変換することもできる。１１４は、映像再生処
理部１１３で再生された映像信号を外部に出力するための映像端子である。
【００１６】
　１１５は、アクセス部１１２によって読み出されたＨＤＤ１１１の音声データを音声記
録方式に従って再生する音声再生処理部である。１１６は、音声再生処理部１１５で再生
された音声信号を外部に出力するための音声端子である。
【００１７】
　１１７は、ＰＣ等の外部機器と通信を行ったり、ＨＤＤ１１１に記録された動画データ
、静止画データ、音声データ等を外部機器とやり取したりするためのＵＳＢ端子である。
１１８は、ＵＳＢ端子１１７と接続された外部機器とのデータのやり取りを制御するＵＳ
Ｂコントローラである。
【００１８】
　本実施例では、記憶媒体としてＨＤＤ１１１を用いているが、これは、ハードディスク
に限られるものではなく、磁気（あるいは光磁気）記録メディアなどが考えられる。
【００１９】
　また、外部接続端子としては、ＵＳＢ端子１１７を用いているが、これは、ＵＳＢ端子
に限られるものではなく、ＩＥＥＥ１３９４等のデジタルデータを入出力可能な端子が考
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えられる。
【００２０】
　まず、本実施例のビデオカメラのモード選択について説明する。
【００２１】
　操作部１０２の電源スイッチがユーザにより操作され、ビデオカメラの電源スイッチが
投入されると、まず、操作部１０２の選択スイッチにより静止画記録モードが選択されて
いるか、動画記録モードが選択されているかを制御部１０１は確認する。ここで、制御部
１０１は、操作部１０２の選択スイッチにより選択されている記録モード用の設定にビデ
オカメラの各ブロックを設定する。
【００２２】
　次に、操作部１０２の選択スイッチにより、動画記録モードが選択されている場合の記
録動作について説明する。
【００２３】
　動画記録モードが選択されると、ビデオカメラは撮影待機状態になる。この状態で、ユ
ーザが操作部１０２のシャッターボタンを操作することにより、ビデオカメラに動画撮影
開始の指示がなされる。この動画撮影開始の指示に応じて、制御部１０１は、撮像部１０
５、映像処理部１０６等に撮影開始の指示信号を送信する。
【００２４】
　撮影が開始すると、撮像部１０５の撮影レンズを通って入射した被写体からの光は、絞
りにより光量を制御され、撮像素子により電気信号に変換される。該電気信号は、映像処
理部１０６で適正な信号レベルに調整され、デジタルデータに変換される。そしてデジタ
ルデータに変換された画像データは、映像処理部１０６の画素数調整回路等によって適切
な画素数に調整され、所定の映像記録方式で圧縮符号化され、動画データとなる。
【００２５】
　また、集音部１０７により取り込まれた音声信号は、音声処理部１０８の増幅器で増幅
され、デジタルデータに変換される。
【００２６】
　そして、制御部１０１は、上述の動画データと上述の音声データとを合成しデータスト
リームを形成し、アクセス部１１２に出力する。アクセス部１１２は、制御部１０１の指
示に基づき、ＵＤＦ、ＦＡＴ等のファイルシステム管理のもとに、動画データと音声デー
タのデータストリームを一つの動画ファイルとしてＨＤＤ１１１に書込みはじめる。ファ
イルシステムとは、ファイルの管理を行うための管理情報とファイルデータからなる構造
体系を意味する。このファイルシステムを共通化することによって、異なった記憶媒体あ
るいは記録再生機器でも記録再生できる。
【００２７】
　データストリームは、必要に応じて映像端子１１４に送られたり、表示制御部１１０を
通して、表示部１０９に表示されたりする。
【００２８】
　そして、ユーザが操作部１０２のシャッターボタンを再度操作することにより、ビデオ
カメラに動画撮影終了の指示がなされたことに応じて、制御部１０１は、撮像部１０５、
映像処理部１０６等に撮影終了の指示信号を送信する。
【００２９】
　動画撮影終了の指示信号を受信したことに応じて、撮像部１０５、映像処理部１０６は
、撮影動作を終了する。アクセス部１１２は、制御部１０１の指示のもと、撮影開始から
撮影終了までに記録された一連の動画データと音声データとを一つのファイルし、アクセ
ス部１１２は、このファイルを全てＨＤＤ１１１に書込み、記録動作を終了する。制御部
１０１は、ビデオカメラを撮影待機状態に遷移させる。
【００３０】
　次に、操作部１０２の選択スイッチにより、静止画記録モードが選択されている場合の
記録動作について説明する。
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【００３１】
　静止画記録モードが選択されると、ビデオカメラは撮影待機状態になる。この状態で、
ユーザが操作部１０２のシャッターボタンを操作することにより、ビデオカメラに撮影開
始の指示がなされる。この撮影開始の指示に応じて、制御部１０１は、撮像部１０５、映
像処理部１０６等に１枚の静止画を撮影する撮影開始の指示信号を送信する。
【００３２】
　撮影が開始すると、撮像部１０５の撮影レンズを通って入射した被写体からの光は、絞
りにより光量を制御され、撮像素子により電気信号に変換される。該電気信号は、映像処
理部１０６で適正な信号レベルに調整され、デジタルデータに変換され、所定の静止画記
録方式で圧縮されて、静止画データになる。アクセス部１１２は、制御部１０１の指示の
もと、この一回のシャッターボタンの操作により、得られた静止画データをＵＤＦ、ＦＡ
Ｔ等のファイルシステム管理のもとに、一つの静止画ファイルとして、一つの静止画デー
タをＨＤＤ１１１に書込む。その後、制御部１０１は、ビデオカメラの状態を再び撮影待
機状態に設定する。
【００３３】
　次に、本実施例の撮像装置の通常の再生動作について説明する。この時、操作部１０２
の選択スイッチにより再生モードが選択されている。
【００３４】
　制御部１０１は、操作部１０２の選択スイッチによって再生モードが指定されたことに
応じて、ＨＤＤ１１１から動画データや静止画データを読み出すよう、アクセス部１１２
を制御する。そして、読み出された動画データや静止画データのサムネイルを並べたサム
ネイル画面や、動画データや静止画データのファイル名を表示部１０９に表示するよう、
表示制御部１１０を制御する。また、最後に撮影した動画データや静止画データ等を表示
部１０９に表示するよう、表示制御部１１０を制御してもよい。
【００３５】
　そして、サムネイル画面が表示された状態で、ユーザが操作部１０２を操作して、動画
データや静止画データを再生する指示をすると、制御部１０１は、各画像データを再生す
るよう各ブロックを制御する。
【００３６】
　静止画データを再生する際は、制御部１０１は、操作部１０２からの指示に応じて、Ｈ
ＤＤ１１１から読み出した静止画データを、映像再生処理部１１３で、復号されている情
報量が伸張する。そして、伸張された静止画データは、表示制御部１１０によって表示部
１０９に１枚の静止画として表示される。また、映像端子１１４から出力されるようにし
てあっても良い。
【００３７】
　動画データを再生する際は、制御部１０１は、操作部１０２からの指示に応じて、ＨＤ
Ｄ１１１から読み出したコンテンツデータを制御部１０１で音声データと動画データとを
分離する。そして動画データは、映像再生処理部１１３で、復号されている情報量が伸張
され、表示制御部１１０によって表示部１０９で映像として表示される。また、映像端子
１１４から出力されるようにしてあっても良い。音声データは、音声再生処理部１１５に
送信され、復号された情報量が伸張されて、音声出力端子１１６から出力される。
【００３８】
　ここで、本実施例のビデオカメラのＨＤＤ１１１において、動画データ、静止画データ
等を記録しているディレクトリ構造について説明する。
【００３９】
　ＨＤＤ１１１は、図２に示すようにトップディレクトリであるＤＣＩＭディレクトリ２
０１内に、撮影された静止画・動画データを格納する。ＤＣＩＭディレクトリ２０１には
、「１００ＩＭＡＧＥ」ディレクトリ（以下、ＩＭＧディレクトリ２０２と呼ぶ）が格納
されている。また、ＤＣＩＭディレクトリ２０１には、後述するように、動画記録開始時
、動画記録終了時に動画データと共に撮影された静止画データを格納しておく「ＴＥＭＰ
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」ディレクトリ（以下、ＴＭＰディレクトリ２０３と呼ぶ）も格納されている。
【００４０】
　本実施例のビデオカメラの記録モードと上述のディレクトリの関係を説明する。静止画
記録モードが選択されていた場合にシャッターボタンを操作して得られた静止画データは
、ＩＭＧディレクトリ２０２に記録される。また、動画記録モードが選択されたいた場合
にシャッターボタンを操作して得られた動画データはＩＭＧディレクトリ２０２に記録さ
れる。さらに、後述するように、動画記録開始時、動画記録終了時に動画データと共に撮
影された静止画データは、ＴＭＰディレクトリ２０３に記録される。つまり、静止画デー
タを記録する際、制御部１０１は、静止画記録モード、動画記録モードのどちらが選択さ
れているかを識別して、選択されている記録モードによって、記録するディレクトリを異
ならせるようにアクセス部１１２を制御する。
【００４１】
　そして、ＴＭＰディレクトリ２０３内のファイルは、再生モードにおいて、前述の通常
の再生の指示の為の操作とは異なり、所定の操作をしない限りは表示されない。具体的に
は、再生モードが選択されると制御部１０１は、ＨＤＤに記録されたファイルのうち、Ｉ
ＭＧディレクトリ２０２に格納されているファイルのサムネイル画面等を表示する。また
、ＴＭＰディレクトリ２０３に格納されているファイルのサムネイルは表示されない。ま
た、ＴＭＰディレクトリ２０３内に記録された静止画データのサムネイルやファイル名も
所定の操作をしない限りは表示されない。
【００４２】
　そして、ＩＭＧディレクトリ２０２内には、Ｅｘｉｆ（Ｅｘｃｈａｎｇｅａｂｌｅ　Ｉ
ｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ）に準拠したＪＰＥＧ形式の静止画ファイル（拡張子
「ｊｐｇ」）が格納される。さらに、ＩＭＧディレクトリ２０２内には、Ｍｏｔｉｏｎ－
ＪＰＥＧ形式の動画ファイル（拡張子「ａｖｉ」）等も格納される。
【００４３】
　本実施例のビデオカメラは、動画記録モードにおいて、操作部１０２のシャッターボタ
ンによって、動画撮影開始・停止の指示をしたことに応じて、静止画を予備に撮影する設
定を、ユーザが選択できるようになっている。この機能を仮撮影機能と呼ぶ。ユーザは、
表示部１０９に表示されたメニュー画面等を利用して、撮影前に仮記録機能のＯＮ／ＯＦ
Ｆ設定をすることができる。
【００４４】
　仮撮影機能をＯＮにした場合、動画記録モードにおいて、動画撮影開始時と、動画撮影
終了時に静止画撮影が同時に行われ、静止画データが記録されることになる。このように
して、撮影された静止画データは、ＴＭＰディレクトリ２０３に撮影され、再生モードに
おいて所定の操作がされない限りは、再生、表示、を禁止される静止画データになってい
る。また、同時に撮影された動画データは、ＩＭＧディレクトリ２０２に記録される。こ
の動画データは、再生モードで通常表示される動画データとなる。
【００４５】
　仮撮影機能をＯＮにした場合の、記録手順について図３に示すフローチャートを参照し
ながら説明を行う。
【００４６】
　電源が投入されると制御部１０１は、操作部１０２の選択スイッチの状態を判別し、再
生モード、静止画記録モード、動画記録モードのいずれかのモードに決定する（Ｓ３０１
）。ここでは、動画記録モードの場合について説明する（Ｓ３０１で動画記録モード）。
【００４７】
　動画記録モードにおいては、制御部１０１は、操作部１０２のシャッターボタンが操作
されたか否かを監視する（Ｓ３０２）。操作部１０２のシャッターボタンが操作されたこ
とに応じて制御部１０１は、撮像部１０５及び映像処理部１０６に１枚の静止画を撮影す
るよう指示を出す（Ｓ３０３）。
【００４８】
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　Ｓ３０３で制御部１０１からの、静止画撮影指示を受けたことに応じて、撮像部１０５
で得られた電気信号は、映像処理部１０６で、静止画データにされ、アクセス部１１２に
よって、ＨＤＤ１１１に書込まれる。このとき、この後撮影される動画データと、今回撮
影した静止画データを関連づけるための管理データを制御部１０１が生成し、この管理デ
ータはアクセス部１１２によって、ＨＤＤ１１１に書込まれる。これら静止画データ、管
理データは図２に示したＴＭＰディレクトリ２０３に記録される（Ｓ３０４）。この静止
画データは、再生モードにおいては所定の操作がされない限りは表示されることがない。
【００４９】
　静止画データの記録が終了すると、次に、制御部１０１は、撮像部１０５、映像処理部
１０６に、動画撮影を行うよう指示を出す（Ｓ３０５）。動画撮影は、再度操作部１０２
のシャッターボタンが操作され、記録停止が指示されるか、操作部１０２の電源スイッチ
が操作されるまで記録を続ける。
【００５０】
　操作部１０２のシャッターボタンが操作され、記録停止が指示された場合（Ｓ３０６で
Ｙｅｓ）、制御部１０１は、撮像部１０５及び映像処理部１０６に、再度静止画撮影を行
うよう指示を出す（Ｓ３０７）。
【００５１】
　撮像部１０５で得られた電気信号は、映像処理部１０６で、静止画データにされ、アク
セス部１１２によって、ＨＤＤ１１１に書込まれる。このとき、制御部１０１は、先に記
録された管理データの内容を、今回撮影された動画データと、先に記録された静止画デー
タと今回撮影された静止画データとを関連づけるように更新する。更新された管理データ
及び今回撮影された静止画データは、ＨＤＤ１１１のＴＭＰディレクトリ２０３内に記録
される（Ｓ３０８）。
【００５２】
　次に、制御部１０１は、撮像部１０５及び映像処理部１０６に動画撮影を停止するよう
指示を出す。生成された動画データは、アクセス部１１２によってＨＤＤ１１１のＩＭＧ
ディレクトリ２０２に記録される（Ｓ３０９）。そして、操作部１０２の電源スイッチが
押されて電源がＯＦＦされるまでは、撮影待機状態になっている（Ｓ４１０）。
【００５３】
　この状態で、ＩＭＧディレクトリ２０２には、今回撮影された動画データが記録されて
おり、ＴＭＰディレクトリ２０３には、今回の撮影の開始時と終了時に撮影した静止画デ
ータが記録されていることになる。さらに、ＴＭＰディレクトリ２０３には、これらの動
画データと静止画データを関連づけるための管理データも共に記録されていることになる
。
【００５４】
　次に、動画記録中に操作部１０２の電源スイッチが操作され、電源ＯＦＦの指示がされ
た場合について説明する（Ｓ３０６でＮｏ、Ｓ３１１でＹｅｓ）。
【００５５】
　操作部１０２の電源スイッチが操作されたことに応じて、制御部１０１は、動画撮影を
終了するよう撮像部１０５及び映像処理部１０６に指示を出し、得られた動画データを、
ＨＤＤ１１１に記録する（Ｓ３１２）。動画データは、ＨＤＤ１１１のＩＭＧディレクト
リに記録される。
【００５６】
　この状態で、ＩＭＧディレクトリ２０２には、今回撮影された動画データが記録されて
おり、ＴＭＰディレクトリ２０３には、今回の撮影の開始時に撮影した静止画データのみ
が記録されていることになる。さらに、ＴＭＰディレクトリ２０３には、これらの動画デ
ータと静止画データを関連づけるための管理データも共に記録されていることになる。
【００５７】
　ここでは、静止画撮影を動画記録開始の前に行う場合について説明したが、これに限ら
れるものではなく、シャッターボタンが操作されたことに応じて、静止画撮影が行われれ
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ばよい。動画記録と同時であっても良いし、動画記録開始後に静止画記録を行っても良い
。これは撮影終了時についても同様である。
【００５８】
　以上のようにして得られた静止画データの仮記録の状態について図４、図５を用いて説
明する。図４は、動画撮影開始のため及び動画撮影終了のために、操作部１０２のシャッ
ターボタンを操作して、動画データをＩＭＧディレクトリ２０２に記録した場合の説明を
するための図である。このとき、操作部１０２のシャッターボタンの操作に応じて、動画
撮影開始時及び動画撮影終了時に静止画を撮影し、静止画データをＴＭＰディレクトリ２
０３に記録する。そして、ＴＭＰディレクトリ２０３には、さらに、前述の動画データと
動画撮影開始時及び動画撮影終了時に撮影した静止画データとを関連づけるための管理デ
ータも共に記録される。
【００５９】
　図５は、動画撮影開始のために操作部１０２のシャッターボタンを操作し、動画撮影終
了のために操作部１０２の電源スイッチを操作し、動画データをＩＭＧディレクトリ２０
２に記録した場合の説明をするための図である。このとき、操作部１０２のシャッターボ
タンの操作に応じて、動画撮影開始時に静止画を撮影し、静止画データをＴＭＰディレク
トリ２０３に記録する。そして、ＴＭＰディレクトリ２０３には、さらに、前述の動画デ
ータと動画撮影開始時及び動画撮影終了時に撮影した静止画データとを関連づけるための
管理データも共に記録される。
【００６０】
　まず、図４の場合について説明する。図４において、４０１は、記録されるディレクト
リの構造を示している。
【００６１】
　まず、４０２のタイミングで操作部１０２のシャッターボタンが操作されたことに応じ
て、動画４０４の撮影を開始するとともに、静止画４０５の撮影を行う。そして、撮影さ
れた静止画４０５は、管理データ４０７と共にＴＭＰディレクトリ２０３内に仮記録され
る。
【００６２】
　次に４０３のタイミングで、操作部１０２のシャッターボタンが操作されたことに応じ
て、動画４０４の撮影を停止すると共に、静止画４０６の撮影を行う。そして、管理デー
タ４０７を更新し、撮影された静止画４０６はＴＭＰディレクトリ２０３内に記録される
。また、動画４０４は、ＩＭＧディレクトリ２０２に記録される。
【００６３】
　ここで、ＴＭＰディレクトリ２０３に格納された、管理データ４０７について説明する
。管理データ４０７は、上述したように、動画データ４０４が撮影された際に生成されて
、ＴＭＰディレクトリ２０３に記録されるものである。この管理データ４０７は、動画４
０４の撮影開始時に撮影された静止画４０５と、動画４０４との関係を示しているデータ
である。また、動画４０４の撮影終了時に撮影された静止画４０６と、動画４０４との関
係を示しているデータでもある。つまり、管理データ４０７は、動画４０４と、静止画４
０５及び静止画４０６との関係を示している。また、管理データ４０７と動画データ４０
４との対応づけがファイルシステム上でもわかるようにするため、動画データと同じファ
イル名を付加している。
【００６４】
　図５の場合の説明をする。図５において、５０１は、記録されるディレクトリの構造を
示している。
【００６５】
　まず、５０２のタイミングで操作部１０２のシャッターボタンが操作されたことに応じ
て、動画５０４の撮影を開始するとともに、静止画５０５の撮影を行う。そして、撮影さ
れた静止画５０５は、管理データ５０６と共にＴＭＰディレクトリ２０３内に仮記録され
る。
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【００６６】
　次に、５０３のタイミングで操作部１０２の電源スイッチが操作されたことに応じて、
動画５０４の撮影を停止する。そして、動画５０４は、ＩＭＧディレクトリ２０２に記録
される。つまりシャッターボタンからの指示とは別の指示により動画撮影の停止が指示さ
れた場合には、静止画を撮影せずに終了する。
【００６７】
　ここで、ＴＭＰディレクトリ２０３に格納された、管理データ５０６について説明する
。管理データ５０６は、上述したように、動画５０４が撮影された際に生成されて、ＴＭ
Ｐディレクトリ２０３に記録されるものである。この管理データ５０６は、動画５０４の
撮影開始時に撮影された静止画５０５と、動画５０４との関係を示しているデータである
。つまり、管理データ５０６は、動画５０４と、静止画５０５との関係を示している。ま
た、管理データと動画データとの対応づけがファイルシステム上でもわかるようにするた
め、動画データと同じファイル名を付加している。
【００６８】
　この様な記録を行うことにより、動画記録モードにおいて撮影開始時や撮影終了時に撮
影された静止画を再生モードでは表示されない形で記録しておくことができる。
【００６９】
　次に、上述のような操作を繰り返して、記録された動画データ、静止画データを再生、
表示する、再生モードについて説明する。
【００７０】
　本実施例のビデオカメラは、再生モードにおいて、通常、ＩＭＧディレクトリ２０２に
記録された動画データや、静止画データを再生することができる。そして、再生モードに
おいて、ＩＭＧディレクトリ２０２に記録された動画データを削除する削除処理の指示を
受けた際には、ＴＭＰディレクトリ２０３内に管理データが存在するかどうかを確認する
。管理データが存在する場合には、削除する動画データに関連づけられた静止画データを
画面上に表示させて、その静止画データをＩＭＧディレクトリに２０２に移動させるか否
かをユーザに選択させることができる。そして、ユーザの指示に応じて、ＴＭＰディレク
トリ２０３からＩＭＧディレクトリ２０２に移動された静止画データは、再生モードで表
示されるようになる。また、その静止画データのサムネイルやファイル名も表示されるよ
うになる。
【００７１】
　上述のように、再生モードで動画データを削除する削除処理の指示がなされたことに応
じて、その動画データに関連づけられた静止画データを、再生モードで表示できるように
する動作について図６～図９を用いて説明する。
【００７２】
　図６の、６０１は、ＨＤＤ１１１の内のディレクトリ構造を示す図である。図６におい
て、ＩＭＧディレクトリ２０２には、動画記録モードで撮影された動画６０２が記録され
ている。さらに、ＩＭＧディレクトリには、静止画記録モードで撮影された静止画６０３
と静止画６０４が記録されている。
【００７３】
　また、ＴＭＰディレクトリ２０３には、管理データ６０５と、静止画６０６と、静止画
６０７が保存されている。静止画６０６は、動画記録モードで、動画６０２の撮影開始の
シャッターボタンが操作された時に記録された静止画である。また、静止画６０７は、動
画６０２の撮影終了のシャッターボタンが操作された時に記録された静止画である。そし
て、管理データ６０５は、動画６０２と、静止画６０６及び静止画６０７との関連を示す
ためのデータである。
【００７４】
　図６に示したような状態で、ＨＤＤ１１１に記録された各ファイルのうちユーザが再生
モードで、動画６０２の削除を、指示した場合の動作について、図７のフローチャートを
用いて説明する。
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【００７５】
　ユーザが操作部１０２を操作することにより、動画６０２の削除の指示すると、まず、
制御部１０１は、ＴＭＰディレクトリ内に動画６０２に対応する管理データ６０５がある
か検出する（Ｓ７０１）。
【００７６】
　管理データ６０５がない場合は（Ｓ７０２でＮｏ）、動画６０２を削除（Ｓ７０７）し
て、サムネイル表示画面等にもどる。
【００７７】
　管理データ６０５がある場合は（Ｓ７０２でＹｅｓ）、管理データによって、動画６０
２に関連づけられた静止画データを表示部１０９に表示する（Ｓ７０３）。この画面では
、ユーザは、動画６０２の代りにＩＭＧディレクトリ２０２に保存する静止画を、表示さ
れた静止画の中から選択することができる。この画面表示の例を示した図が図８である。
【００７８】
　図６では、管理データによって、動画６０２に関連づけられた静止画データは、静止画
６０６と静止画６０７である。従って、図８では、表示部１０９に静止画６０６と静止画
６０７を選択するための画面を表示している。図８において、８０１は、動画撮影開始時
に撮影された静止画６０６を示すサムネイルであり、８０２は、動画撮影終了時に撮影さ
れた静止画６０７を示すサムネイルである。８０３、８０４は、ユーザが静止画を選択す
るためのチェックボックスであり８０３は、サムネイル８０１が指定されていない状態を
示しており、８０４は、サムネイル８０２が指定された状態を示している。８０５は、選
択された静止画（ここではサムネイル８０２に対応した静止画６０７）を再生モードで表
示できるようにＩＭＧディレクトリ２０２に移動させることを実行させるためのＯＫボタ
ンである。このＯＫボタン８０５の操作に応じて、動画６０５の削除は実行される。また
、８０６は、動画６０５に対する削除をキャンセルするためのキャンセルボタンである。
【００７９】
　ここで、図８の表示において、ユーザがチェックボックス８０４にチェックをした状態
（静止画６０７を選択した状態）で、ＯＫボタン８０５が操作された場合（Ｓ７０４でＹ
ｅｓ）には、以下の動作を行う。
【００８０】
　制御部１０１は、選択されている静止画６０７のファイル名を変更し、ＩＭＧディレク
トリ２０２に移動さる。（Ｓ７０５）図６のように、ＩＭＧディレクトリ２０２には、静
止画６０３と静止画６０４とが記録されているので、本実施例では静止画のファイル名を
これらと重複しないようにしている。例えば、本実施例では、ＩＭＧディレクトリ２０２
内の静止画ファイルのファイル名を順番に見た場合に一番最後になるようなファイル名を
付加している。本実施例ではＩＭＧディレクトリ２０２内で最後に記録された静止画デー
タのファイル名の数字部分を１つインクリメントしたファイル名としている。
【００８１】
　静止画データのファイル名変更と記録が終了した段階で、管理データ６０５は不要とな
るため、これを削除する（Ｓ７０６）。続いて、削除の処理指示された動画６０２を削除
して（Ｓ７０７）、再びサムネイル表示画面等に戻る。
【００８２】
　また、図８の表示において、ユーザがチェックボックス８０３、８０４のいずれにもチ
ェックをしていない状態（静止画未選択状態）で、ＯＫボタン８０５が操作された場合（
Ｓ７０４でＮｏ）には、以下の動作を行う。
【００８３】
　制御部１０１は、管理データ６０５を削除（Ｓ７０６）し、削除指定された動画６０２
を削除（Ｓ７０７）して、サムネイル表示画面等に戻る。
【００８４】
　以上のようなフローによって、図６に示すディレクトリ構造のＨＤＤ１１１の中のコン
テンツデータを図９に示すディレクトリ構造にすることができる。
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【００８５】
　９０１は、図６の６０１のディレクトリ構造から、上述したフローにより静止画６０６
のファイル名を変更し、ＴＭＰディレクトリ２０３からＩＭＧディレクトリ２０２に移動
させたディレクトリ構造を示している。
【００８６】
　図９において、ＩＭＧディレクトリ２０２には、静止画記録モードで撮影された静止画
６０３と静止画６０４が記録されている。さらに、ＩＭＧディレクトリには上述したフロ
ーでファイル名を変更され、移動された静止画９０２が記録されている。
【００８７】
　また、ＴＭＰディレクトリ２０３には、管理データ６０５が削除されたため、静止画６
０６のみが保存されている。
【００８８】
　図７に示す様なフローに従った処理をすることにより、動画記録モードで、動画データ
の記録開始時や記録終了時に撮影された静止画データを再生モードで表示できるように記
録し直すことができる。
【００８９】
　本実施例では、図８の表示において、選択されていなかった静止画データについては、
ＴＭＰディレクトリ２０３に記録したままにしてもよいし、動画データを削除する際に同
時に削除しても良い。
【００９０】
　また、本実施例において、動画記録モードにおいて動画データの記録開始時や記録終了
時に撮影された静止画データを、再生モードで表示されないようにするため、ＴＭＰディ
レクトリ２０３に記録していた。しかし、再生モードで表示されないようにする方法は、
これに限られるものではない。例えば、ＩＭＧディレクトリ２０２に記録され、Ｅｘｉｆ
に準拠した静止画ファイルとして記録したものを所定の操作がされない限りは表示されな
いように制御しても良い。この場合は、Ｅｘｉｆに準拠した静止画ファイル内のメーカー
ノート部分に、この静止画ファイルを再生モードでは所定の操作がされない限りは表示し
ないということを示すコードを静止画データと共に書込む。また、この他にも、コンピュ
ータ上で隠しファイルとして扱われるような属性として記録されていても良い。この場合
は、ビデオカメラの制御部１０１によって、隠しファイルに関しては、再生モードで所定
の操作がされない限りは表示しないよう制御すればよい。このように静止画を記録するた
めには、制御部１０１は、静止画が記録される際の記録モードが静止画記録モードになっ
ているか動画記録モードになっているかを識別する必要がある。そして、選択されている
記録モードによって記録される静止画に対して、再生モードでは表示されないようにする
データを書込むか否かを決定し、アクセス部１１２は、これらのデータを静止画データと
ともにＨＤＤ１１１に書込む。
【００９１】
　また、本実施例では、表示部１０９に、動画データを削除する削除処理の指示がなされ
た際に管理データによって関連づけられたＴＭＰディレクトリ２０３内の静止画データを
表示するようにしていた。しかし、通常の再生モードにおいて、動画データに対応する管
理データがあるかどうかを確認し、管理データがある場合には、動画データに関連付けら
れた静止画がある旨の表示をしても良い。
【００９２】
　また、動画データを選択した際に、その動画データに対応する管理データがあるかどう
かを確認し、管理データがある場合には、その動画データに関連付けられた静止画がある
旨の表示をしても良い。また、対応する静止画を示す情報を縮小して表示するようにして
も良い。
【００９３】
　また、動画データを再生する際に、その動画データに対応する管理データがあるかどう
かを確認し、管理データがある場合には、その動画データに関連付けられた静止画を動画
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データの再生前と再生後に、表示するようにしてもよい。または、再生前に関連付けられ
た静止画すべてを表示しても良い。または、再生後に関連付けられた静止画すべてを表示
しても良いし、再生前に、動画記録開始時に記録した静止画を表示し、再生後にまた、動
画撮影終了時に記録した静止画を表示しても良い。つまり、動画データの再生処理が指示
された場合に、管理データを確認し、その動画データに関連づけられた静止画データを表
示するようにしてもよい。
【００９４】
　また、動画撮影終了時に、その動画データに対応する管理データがあるかどうかを確認
し、管理データがある場合には、その動画データに関連付けられた静止画を表示するよう
にしても良い。つまり、動画データの記録終了処理の指示がされた場合に、管理データを
確認し、その動画データに関連づけられた静止画データを表示するようにしても良い。
【００９５】
　また、本実施例では、表示部１０９に、動画データを削除する指示がなされた際に管理
データによって関連づけられたＴＭＰディレクトリ２０３内の静止画データを表示するよ
うにしていた。しかし、ＴＭＰディレクトリ２０３内の静止画データを表示する指示を別
途メニュー等で指定することによっても表示できるようにしても良い。さらに、ＴＭＰデ
ィレクトリ２０３の静止画データを表示した状態で、ユーザの指示によって、制御部１０
１は、再生モードで表示されるように静止画データの記録フォルダを移動してもよい。
【００９６】
　また、本実施例では、ＨＤＤ１１１の記憶容量は、ＩＭＧディレクトリ２０２内の画像
データ及び、ＴＭＰディレクトリ２０３内の画像データや管理データによって使用されて
いる。本実施例のビデオカメラでは、ＴＭＰディレクトリ２０３内のデータにより使用さ
れている記憶領域については、空き容量としてユーザに報知するようにしてもよい。そし
て、ＨＤＤ１１１の記憶残容量が所定量以下になった場合には、ＴＭＰディレクトリ２０
３内ファイルは記録日時が古い順に、次に記憶される動画データによって上書きできるよ
うにしてもよい。また、ＨＤＤ１１１の記憶残容量が所定の割合以下になった場合に、Ｔ
ＭＰディレクトリ２０３内ファイルは記録日時が古い順に、次に記憶される動画データに
よって上書きできるようにしてもよい。ただし、新たに記録された動画データ等はＴＭＰ
ディレクトリ２０３ではなく、ＩＭＧディレクトリ２０２に記録されることになる。
【００９７】
　また、ＴＭＰディレクトリ内のファイルを記録日時が古い順に、次に記録される動画デ
ータによって上書きできるようにしたが、古い順でなくてもよい。
例えば、管理データによって関連づけられた静止画データが２つであるものを優先して上
書きできるようにして、管理データが示す静止画が１つのものを極力残すようにしておい
ても良い。これは、ユーザが静止画撮影と動画撮影とを間違えて撮影した場合には、もう
一度シャッターボタンを押さずに電源スイッチを操作して終了することが多いからである
。この場合、本実施例のビデオカメラにおいては、動画撮影開始時に同時に記録された静
止画データだけが記録され、動画撮影終了時に同時に記録された静止画データは記録され
ない。従って管理データによって関連づけられた静止画データが１つのものを極力残すよ
うにしている。
【００９８】
　また、本実施例では、動画データを削除する際に、その動画データに関連づけられた静
止画データを再生モードで表示できるようにするか否かは、動画データ削除の度にユーザ
が選択していたが、そうしなくても良い。例えば、動画データ削除時に自動的に関連づけ
られた静止画データを再生モードで表示できるようにするようにしてもよい。この機能の
切り替えはメニュー画面等であらかじめ設定することによって実現できる。
【００９９】
　また、本実施例では、動画撮影モードと静止画撮影モードがあるビデオカメラについて
説明したが、動画撮影ボタンと、静止画撮影ボタンがあるビデオカメラにも適応可能であ
る。この場合、動画撮影ボタンを押すことにより、撮影開始や撮影終了を指示するので、
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それぞれのタイミングで、静止画撮影を行い、その静止画データをＴＭＰディレクトリ２
０３に記録しておくようにすればよい。
【０１００】
　（他の実施例）
　本発明は、実施例では、動画と静止画とを撮像して記録することができる撮像装置とし
て、ビデオカメラについて説明したが、これ以外の装置でも、動画データと静止画データ
を撮像する機能を有する装置であれば適用可能である。
【０１０１】
　また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
コードを記録した記憶媒体を、システム或いは装置に供給することによっても、達成され
ることは言うまでもない。このとき、供給されたシステム或いは装置のコンピュータ（ま
たはＣＰＵやＭＰＵ）は、記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行する。
【０１０２】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能
を実現することになり、プログラムコード自体及びそのプログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【０１０３】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【０１０４】
　また、上述のプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（
基本システムやオペレーティングシステム）などが処理の一部又は全部を行い、その処理
によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１０５】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれ、
前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。このとき、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵ等が実際の処理の一部又は全部を行う。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】実施例１のビデオカメラのブロック図である。
【図２】実施例１のハードディスク内のディレクトリ構造を示す図である。
【図３】実施例１のビデオカメラの記録動作を説明するフロー図である。
【図４】実施例１の動画記録モードの画像記録について説明する図である。
【図５】実施例１の動画記録モードの画像記録について説明する図である。
【図６】実施例１の動画データ削除前のディレクトリ構造を示す図である。
【図７】実施例１の動画データ削除時の動作を説明するフロー図である。
【図８】実施例１の表示部の表示を説明するための図である。
【図９】実施例１の動画データ削除後のディレクトリ構造を示す図である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１０１　制御部
　１０２　操作部
　１０３　制御バス
　１０４　画像／音声バス
　１０５　撮像部
　１０６　映像処理部
　１０７　集音部
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　１０８　音声処理部
　１０９　表示部
　１１０　表示制御部
　１１１　ハードディスク
　１１２　アクセス部
　１１３　映像再生処理部
　１１４　映像端子
　１１５　音声再生処理部
　１１６　音声端子
　１１７　ＵＳＢ端子
　１１８　ＵＳＢコントローラ

【図１】 【図２】
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